
見
直
し
の
背
景

バ
ー
ゼ
ル
委
は
、
バ
ー
ゼ
ル
Ⅱ
実

施
の
際
、
①
自
己
資
本
比
率
規
制
の

リ
ス
ク
感
応
度
の
向
上
、
②
銀
行
の

リ
ス
ク
管
理
高
度
化
の
促
進
を
目
的

に
、
規
制
上
の
信
用
リ
ス
ク
の
計
測

に
内
部
格
付
手
法
（
Ｉ
Ｒ
Ｂ
＝In-

ternal ratings-based approach

）

を
導
入
し
た
。
こ
こ
で
い
う
Ｉ
Ｒ
Ｂ

と
は
、
銀
行
が
与
信
先
に
対
す
る
内

部
格
付
を
付
与
し
た
う
え
で
、
内
部

モ
デ
ル
を
使
用
し
て
格
付
ご
と
に
推

計
し
た
デ
フ
ォ
ル
ト
確
率
（
Ｐ
Ｄ
）、

デ
フ
ォ
ル
ト
時
損
失
率
（
Ｌ
Ｇ
Ｄ
）、

デ
フ
ォ
ル
ト
時
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー

（
Ｅ
Ａ
Ｄ
）
な
ど
を
、
規
制
上
の
自

己
資
本
比
率
の
計
算
に
も
活
用
す
る

こ
と
を
認
め
る
手
法
で
あ
る
。

し
か
し
、
先
の
国
際
的
な
金
融
危

機
を
受
け
て
、
内
部
モ
デ
ル
が
銀
行

の
直
面
す
る
リ
ス
ク
を
適
切
に
計
測

で
き
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い

う
懸
念
が
持
ち
上
が
っ
た
こ
と
か
ら
、

バ
ー
ゼ
ル
委
で
は
、
Ｉ
Ｒ
Ｂ
に
よ
る

信
用
リ
ス
ク
ア
セ
ッ
ト
（
Ｒ
Ｗ
Ａ
）

計
測
に
関
す
る
調
査
を
実
施
（
注

１
）
し
た
。
具
体
的
に
は
、
国
際
的

に
活
動
す
る
バ
ー
ゼ
ル
規
制
対
象
行

の
一
部
に
共
通
の
仮
想
的
信
用
ポ
ー

ト
フ
ォ
リ
オ
を
提
示
し
、
各
行
の
リ

ス
ク
管
理
手
法
に
基
づ
き
Ｒ
Ｗ
Ａ
を

算
出
す
る
分
析
を
実
施
し
た
。
そ
の

結
果
、
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
が
内
包
す

る
リ
ス
ク
の
違
い
で
は
必
ず
し
も
説

明
が
つ
か
な
い
評
価
の
差
異
が
銀
行

間
で
生
じ
る
こ
と
、
こ
う
し
た
差
異

が
無
視
し
え
な
い
ほ
ど
の
大
き
さ
に

な
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
こ
れ
が
い

バ
ー
ゼ
ル
銀
行
監
督
委
員
会
（
バ
ー
ゼ
ル
委
）
は
、
内
部
格
付
手
法
採
用
行
の
信
用
リ
ス
ク

ア
セ
ッ
ト
計
測
に
お
い
て
、
銀
行
が
保
有
す
る
資
産
の
リ
ス
ク
の
違
い
で
は
必
ず
し
も
説
明

が
つ
か
な
い
差
異
が
大
き
い
と
の
分
析
結
果
等
を
ふ
ま
え
、
内
部
格
付
手
法
に
係
る
見
直
し

に
合
意
し
た
。
具
体
的
に
は
、
モ
デ
ル
化
に
な
じ
ま
な
い
資
産
ク
ラ
ス
に
対
す
る
内
部
モ
デ

ル
の
利
用
を
制
限
す
る
と
同
時
に
、
引
き
続
き
内
部
モ
デ
ル
を
利
用
で
き
る
場
合
で
も
、
リ

ス
ク
パ
ラ
メ
ー
タ
（
イ
ン
プ
ッ
ト
）
に
対
す
る
下
限
（
フ
ロ
ア
）
を
修
正
。
さ
ら
に
は
、
各

種
内
部
モ
デ
ル
手
法
に
よ
り
算
出
さ
れ
た
銀
行
の
リ
ス
ク
ア
セ
ッ
ト
が
、
全
体
と
し
て
バ
ー

ゼ
ル
規
制
の
標
準
的
手
法
の
枠
組
み
で
計
算
さ
れ
た
リ
ス
ク
ア
セ
ッ
ト
の
72
・
５
％
を
下
回

ら
な
い
よ
う
に
す
る
補
完
的
措
置
（
資
本
フ
ロ
ア
）
が
導
入
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
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わ
ゆ
る
「
Ｒ
Ｗ
Ａ
計
測
の
バ
ラ
つ

き
」
に
関
す
る
問
題
で
あ
る
。

こ
う
し
た
結
果
を
受
け
、
バ
ー
ゼ

ル
委
は
Ｒ
Ｗ
Ａ
計
測
の
バ
ラ
つ
き
が

自
己
資
本
比
率
規
制
の
信
頼
低
下
に

つ
な
が
る
看
過
で
き
な
い
問
題
と
し

て
、
内
部
モ
デ
ル
の
利
用
に
一
定
の

制
約
を
か
け
る
方
向
で
規
制
体
系
全

般
の
レ
ビ
ュ
ー
に
着
手
し
た
（
注
２
）。

こ
の
こ
と
は
、
銀
行
の
リ
ス
ク
管
理

実
務
を
尊
重
し
つ
つ
、
内
部
モ
デ
ル

を
活
用
し
て
自
己
資
本
比
率
規
制
の

リ
ス
ク
感
応
度
を
向
上
さ
せ
る
こ
と

を
重
視
し
て
き
た
バ
ー
ゼ
ル
Ⅱ
の
基

本
と
な
る
考
え
方
（
注
３
）
を
修
正

す
る
も
の
と
な
っ
た
。

見
直
し
の
概
要

信
用
リ
ス
ク
Ｉ
Ｒ
Ｂ
に
係
る
見
直

し
は
、
こ
う
し
た
レ
ビ
ュ
ー
の
結
果

を
バ
ー
ゼ
ル
規
則
に
反
映
し
た
も
の

で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
Ｒ
Ｗ
Ａ
計

測
の
バ
ラ
つ
き
の
軽
減
に
向
け
、
図

表
１
の
施
策
を
導
入
し
た
。
以
下
で

は
、
図
表
１
に
あ
る
①
か
ら
④
の
見

直
し
の
お
も
な
構
成
要
素
に
つ
い
て
、

よ
り
詳
し
く
見
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

内
部
モ
デ
ル
の
利
用
制
限

内
部
モ
デ
ル
の
利
用
制
限
は
、
資

産
ク
ラ
ス
ご
と
に
定
め
る
こ
と
と
な

っ
た
（
図
表
２
）。
ま
ず
、「
低
デ
フ

ォ
ル
ト
債
権
」（
金
融
機
関
・
大
企

業
・
中
規
模
企
業
債
権
）
に
つ
い
て

は
、
サ
ン
プ
ル
の
少
な
さ
か
ら
頑
健

な
推
計
が
困
難
で
あ
り
、
バ
ラ
つ
き

の
問
題
の
大
き
な
要
因
と
な
っ
て
い

る
と
の
判
断
か
ら
、
Ｐ
Ｄ
、
Ｌ
Ｇ
Ｄ
、

マ
チ
ュ
リ
テ
ィ
等
の
自
行
推
計
が
可

能
な
先
進
的
内
部
格
付
手
法
（
Ａ

－

Ｉ
Ｒ
Ｂ
）
の
利
用
を
廃
止
し
、
Ｐ
Ｄ

の
み
の
推
計
が
可
能
な
基
礎
的
内
部

格
付
手
法
（
Ｆ

－

Ｉ
Ｒ
Ｂ
）
の
利
用

に
限
定
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

た
だ
し
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
フ
ァ

イ
ナ
ン
ス
な
ど
の
特
定
貸
付
債
権
に

つ
い
て
は
、
引
き
続
き
Ａ

－

Ｉ
Ｒ
Ｂ

と
Ｆ

－

Ｉ
Ｒ
Ｂ
の
利
用
を
認
め
る
と

と
も
に
、
も
う
一
つ
の
リ
ス
ク
計
測

手
法
で
あ
る
ス
ロ
ッ
テ
ィ
ン
グ
方
式

に
つ
い
て
、
バ
ー
ゼ
ル
委
が
今
後
レ

ビ
ュ
ー
を
行
う
こ
と
が
合
意
さ
れ
た
。

な
お
、
大
・
中
規
模
企
業
債
権
以
外

の
事
業
法
人
債
権
、
リ
テ
ー
ル
債
権

に
つ
い
て
は
、
Ｉ
Ｒ
Ｂ
の
利
用
が
引

き
続
き
許
容
さ
れ
る
。

株
式
に
つ
い
て
は
、
銀
行
に
内
部

モ
デ
ル
を
用
い
る
た
め
の
情
報
優
位

性
が
特
に
な
い
と
の
考
え
の
も
と
で

各
種
Ｉ
Ｒ
Ｂ
の
利
用
を
廃
止
し
、
代

わ
り
に
標
準
的
手
法
（
Ｓ
Ａ
）
を
適

用
す
る
こ
と
と
し
た
。
こ
れ
に
伴
い
、

新
規
制
の
も
と
で
は
、
原
則
と
し
て

リ
ス
ク
ウ
ェ
イ
ト
（
Ｒ
Ｗ
）
２
５
０

％
（
投
機
的
な
非
上
場
株
式
の
Ｒ
Ｗ

は
４
０
０
％
）
が
適
用
さ
れ
る
こ
と

と
な
る
。
な
お
、
Ｉ
Ｒ
Ｂ
採
用
行
が

保
有
す
る
株
式
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー

に
関
し
て
は
、
各
国
裁
量
で
２
０
２

２
年
１
月
１
日
か
ら
５
年
間
の
移
行
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〔図表１〕 信用リスク内部格付手法（ＩＲＢ）に係る見直しの全体像
おもな構成要素 概要

①�内部モデルの�
利用制限

モデル化になじまない資産クラスに対するモデルの利用制限（リス
クパラメータの固定化）、あるいは利用廃止（標準的手法の適用）

②�リスクパラメータの�
下限設定

引き続きモデルが適用できるリスクパラメータ（インプット）に対
する下限（フロア）の修正

③�バラつき軽減に�
向けた追加施策

（モデルが適用できる）リスクパラメータの推計手法の見直し、当局
設定値の所要自己資本水準の調整（カリブレーション）など

④資本フロアの導入
信用リスクをはじめとする銀行の全リスクアセットに対し、バーゼ
ルⅢの標準的手法に基づくリスクアセットの下限の導入

⑤�ＩＲＢスケーリング�
ファクター（1.06）の
廃止

①から④の施策の導入に伴い、現行規制のもとで内部モデル手法
のＲＷＡ計算結果に乗じていた、スケーリングファクター（乗数：
1.06）を廃止

〔図表２〕 債権種類別のリスク計測手法
バーゼルⅢ バーゼルⅡ

金融機関債権 F－IRB�
（基礎的内部格付手法）

A－IRB�
（先進的内部格付手法）

大・中規模企業債権（注１） F－IRB A－IRB

特定貸付債権 A－IRB／ F－IRB／�
スロッティング方式（注２）

A－IRB／ F－IRB／�
スロッティング方式

株式 ＳＡ（標準的手法） F－IRB
（注）１ ．グループ連結ベースで見た売上高が５億ユーロ超の企業。
　　２ ．スロッティング方式（リスクウェイト割当方式）については、今後バーゼル委でレビュ

ーを行う。



期
間
お
よ
び
段
階
的
適
用
措
置
が
設

け
ら
れ
た
。
同
期
間
中
は
、
①
Ｓ
Ａ

に
お
い
て
段
階
的
に
引
き
上
が
る
Ｒ

Ｗ
と
、
②
Ｉ
Ｒ
Ｂ
に
基
づ
い
て
計
算

さ
れ
る
Ｒ
Ｗ
の
い
ず
れ
か
高
い
ほ
う

を
用
い
て
Ｒ
Ｗ
Ａ
を
算
出
す
る
こ
と

に
な
る
。

リ
ス
ク
パ
ラ
メ
ー
タ
の 

下
限
設
定
・
引
上
げ

引
き
続
き
内
部
モ
デ
ル
が
利
用
で

き
る
資
産
の
リ
ス
ク
パ
ラ
メ
ー
タ
に

は
、
そ
の
保
守
性
を
担
保
す
る
観
点

か
ら
、
リ
ス
ク
パ
ラ
メ
ー
タ
の
下
限

（
イ
ン
プ
ッ
ト
フ
ロ
ア
）
の
設
定
ま

た
は
引
上
げ
が
行
わ
れ
、
図
表
３
の

と
お
り
と
な
っ
た
。

バ
ラ
つ
き
軽
減
に
向
け
た

お
も
な
追
加
施
策

■
Ｐ
Ｄ
の
推
計

Ｐ
Ｄ
推
計
に
つ
い
て
は
、
①
観
測

さ
れ
た
１
年
物
デ
フ
ォ
ル
ト
率
の
長

期
平
均
値
に
基
づ
い
て
内
部
格
付
ご

と
に
推
計
す
る
こ
と
、
②
推
計
に
用

い
る
デ
ー
タ
は
、
デ
フ
ォ
ル
ト
実
績

が
多
い
年
と
少
な
い
年
の
両
方
を
適

切
に
映
じ
る
こ
と
、
③
債
務
者
の
固

有
の
要
因
に
よ
り
格
付
遷
移
が
可
能

と
な
る
枠
組
み
を
設
け
る
こ
と
、
な

ど
を
規
則
に
明
記
す
る
こ
と
と
な
っ

た
。

■
Ｆ

－

Ｉ
Ｒ
Ｂ
の
も
と
で
の
Ｌ
Ｇ
Ｄ

算
出
式
の
設
定

Ｆ

－

Ｉ
Ｒ
Ｂ
の
も
と
で
は
、
無
担

保
Ｌ
Ｇ
Ｄ
、
有
担
保
Ｌ
Ｇ
Ｄ
、
担
保

価
値
の
割
引
率
（
ヘ
ア
カ
ッ
ト
率
）

が
当
局
設
定
値
と
し
て
定
め
ら
れ
て

い
る
が
、
銀
行
が
適
用
す
る
Ｌ
Ｇ
Ｄ

は
、
そ
の
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
保

全
割
合
に
よ
り
適
用
す
る
値
が
異
な

っ
て
く
る
。
信
用
リ
ス
ク
Ｉ
Ｒ
Ｂ
の

見
直
し
で
は
、
こ
の
Ｌ
Ｇ
Ｄ
の
計
算

に
図
表
４
の
加
重
平
均
式
を
用
い
る

こ
と
が
定
め
ら
れ
た
。

金融財政事情2018． 2．12 24

〔図表３〕 パラメータ推計値の下限（インプットフロア）（注１）

リスクパラメータの下限

ＰＤ
（bps）

ＬＧＤ
（A－IRBのみ） ＥＡＤ

（A－IRBのみ）無担保 
（％）

有担保 
（％）

事業法人向け 5 25

【担保種類】
金融資産：0
売掛債権：10
不動産：10
その他資産：15

ｉオンバランス・エクス
ポージャーと、ⅱＳＡの
ＣＣＦに基づくオフバラ
ンスエクスポージャーの
50％の合計額

リテール向け

  住宅ローン 5 N/A 5
適格リボル
ビング型 

（注2）

トランザクター 5 50 N/A

リボルバー 10 50 N/A

その他リテール 5 30

【担保種類】
金融資産：0
売掛債権：10
不動産：10
その他資産：15

（注）１ ．現行規制上のインプットフロアは、事業法人・リテール向け債権に対する3bpsのＰＤフロア、
住宅ローンに対する10％のＬＧＤフロアのみ。ＣＣＦは、コミットメントなどのオフバラ項目
のＥＡＤを計算する際に用いる掛目。

　　２ ．適格リボルビング（トランザクター）は、クレジットカード与信のうち過去12カ月間に返済
遅延のない債務者向け与信、または過去12カ月間に引出実績のない当座貸越。適格リボルビン
グ（リボルバー）は、それ以外のリボルビング型債権。

〔図表４〕 基礎的内部格付手法（F－IRB）のもとでのＬＧＤ算定式

保全
エクスポージャー

担保ごとのヘアカット率を
適用

未保全
エクスポージャー

ＬＧＤ
無担保
ＬＧＤ

有担保
ＬＧＤ

A B

C



無
担
保
Ｌ
Ｇ
Ｄ
A
、
有
担
保
Ｌ
Ｇ

Ｄ
B
、
ヘ
ア
カ
ッ
ト
率
C
の
そ
れ
ぞ

れ
の
当
局
設
定
値
を
よ
り
詳
し
く
見

る
と
、
ま
ず
無
担
保
Ｌ
Ｇ
Ｄ
に
つ
い

て
は
、
事
業
法
人
の
無
担
保
シ
ニ
ア

債
権
に
対
す
る
Ｆ

－

Ｉ
Ｒ
Ｂ
の
当
局

設
定
Ｌ
Ｇ
Ｄ
が
45
％
か
ら
40
％
に
引

き
下
げ
ら
れ
た
が
、
そ
の
他
は
不
変

で
あ
る
（
図
表
５
）。
続
い
て
、
有

担
保
Ｌ
Ｇ
Ｄ
、
保
全
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ

ャ
ー
に
対
す
る
ヘ
ア
カ
ッ
ト
率
を
見

る
と
、
ヘ
ア
カ
ッ
ト
考
慮
後
の
保
全

部
分
の
Ｌ
Ｇ
Ｄ
は
、
ヘ
ア
カ
ッ
ト
率

の
引
上
げ
な
ど
を
ふ
ま
え
、
非
金
融

資
産
担
保
の
当
局
設
定
値
が
引
き
下

げ
ら
れ
て
い
る
（
図
表
６
）。

■
Ｅ
Ａ
Ｄ
の
推
計

Ｆ

－

Ｉ
Ｒ
Ｂ
を
適
用
す
る
資
産

（
リ
テ
ー
ル
債
権
除
く
）
の
オ
フ
バ

ラ
ン
ス
項
目
に
係
る
Ｃ
Ｃ
Ｆ
（
Ｅ
Ａ

Ｄ
を
計
算
す
る
際
に
用
い
る
掛
目
）

に
は
、
Ｓ
Ａ
で
定
め
た
固
定
値
を
適

用
す
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
た
。
一
方
、

Ａ
－

Ｉ
Ｒ
Ｂ
を
適
用
す
る
資
産
（
リ

テ
ー
ル
債
権
含
む
）
の
オ
フ
バ
ラ
ン

ス
項
目
の
う
ち
、
リ
ボ
ル
ビ
ン
グ
型

以
外
の
フ
ァ
シ
リ
テ
ィ
（
注
４
）
に

つ
い
て
は
Ｓ
Ａ
で
定
め
た
固
定
値
を

適
用
し
、
リ
ボ
ル
ビ
ン
グ
型
債
権
に

は
特
定
の
推
計
方
法
（
注
５
）
を
許

容
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
。

■
マ
チ
ュ
リ
テ
ィ
調
整
項

Ａ

－

Ｉ
Ｒ
Ｂ
が
適
用
さ
れ
る
フ
ァ

シ
リ
テ
ィ
か
ら
引
き
出
さ
れ
た
債
権

の
マ
チ
ュ
リ
テ
ィ
計
算
に
は
、
当
該

フ
ァ
シ
リ
テ
ィ
の
契
約
満
了
日
を
用

い
る
こ
と
が
明
確
に
定
め
ら
れ
た
。

■
Ｉ
Ｒ
Ｂ
の
段
階
適
用
〈R

oll O
ut

〉

現
行
規
則
で
は
、
原
則
と
し
て
規

模
や
リ
ス
ク
の
観
点
で
重
要（m

ate-
rial

）
な
す
べ
て
の
資
産
ク
ラ
ス
に

対
し
て
Ｉ
Ｒ
Ｂ
を
適
用
す
る
こ
と
が

想
定
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
重

要
な
資
産
ク
ラ
ス
で
あ
れ
ば
、
実
務

や
デ
ー
タ
制
約
面
で
Ｉ
Ｒ
Ｂ
の
適
用

が
困
難
な
場
合
で
も
、
Ｉ
Ｒ
Ｂ
の
段

階
適
用
（phased roll out

）
が
求

め
ら
れ
る
枠
組
み
と
な
っ
て
い
た

（
注
６
）。

最
終
規
則
で
は
こ
う
し
た
従
来
の

考
え
方
を
改
め
、
資
産
ク
ラ
ス
ご
と

に
Ｉ
Ｒ
Ｂ
の
適
用
可
否
を
判
断
す
る

こ
と
と
し
た
（
図
表
７
）。
な
お
、

資
産
ク
ラ
ス
ご
と
の
判
断
の
結
果
、

Ｉ
Ｒ
Ｂ
を
適
用
す
る
こ
と
と
な
っ
た

資
産
ク
ラ
ス
内
で
の
Ｓ
Ａ
の
部
分
適

用
は
認
め
ら
れ
な
い
。

資
本
フ
ロ
ア

資
本
フ
ロ
ア
は
、
こ
れ
ま
で
述
べ

て
き
た
見
直
し
後
の
Ｉ
Ｒ
Ｂ
を
含
む

各
種
内
部
モ
デ
ル
手
法
に
よ
り
算
出

さ
れ
た
銀
行
の
Ｒ
Ｗ
Ａ
が
、
全
体
と

し
て
バ
ー
ゼ
ル
規
制
の
Ｓ
Ａ
の
枠
組

み
で
計
算
さ
れ
た
Ｒ
Ｗ
Ａ
の
72
・
５

％
を
下
回
ら
な
い
よ
う
に
す
る
措
置

で
あ
る
。

資
本
フ
ロ
ア
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
リ

ス
ク
に
で
は
な
く
全
体
の
Ｒ
Ｗ
Ａ
に

対
し
て
適
用
さ
れ
、
資
本
フ
ロ
ア
の

計
算
に
お
い
て
参
照
す
べ
き
Ｓ
Ａ
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の
リ
ス
ク
計
測
手
法
に
お

い
て
存
在
す
る
Ｓ
Ａ
と
整
理
で
き
る

（
図
表
８
）。
資
本
フ
ロ
ア
に
係
る

移
行
期
間
・
経
過
措
置
は
、
22
年
か

ら
段
階
的
に
実
施
し
、
27
年
に
は
72

・
５
％
で
完
全
適
用
さ
れ
る
（
図
表
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〔図表５〕 無担保ＬＧＤの当局設定値
（単位　％）

バーゼルⅡ バーゼルⅢ

シニア債権 45 40
ジュニア債権 75 75

〔図表６〕 有担保ＬＧＤ、ヘアカット率の当局設定値
（単位　％）

有担保ＬＧＤ ヘアカット率

バーゼルⅡ バーゼルⅢ バーゼルⅡ バーゼルⅢ

金融資産担保 0 0 ＳＡのヘアカット ＳＡのヘアカット
売掛債権 35 20 20 40
不動産担保 35 20 28.6 40
その他担保 40 25 28.6 40

〔図表７〕 バーゼルⅢ上の資産クラス区分

金融機関債権 適格リボルビング型リテール債権�
（ＱＲＲＥ）

事業法人債権�
（除く特定貸付債権、購入債権） リテール・居住向け債権

特定貸付債権 その他リテール債権
事業法人型購入債権 リテール型購入債権



９
）。また

、
Ｉ
Ｒ
Ｂ
を
採
用
す
る
銀
行

は
、
Ｓ
Ａ
の
も
と
で
計
算
さ
れ
た
Ｒ

Ｗ
Ａ
も
22
年
か
ら
開
示
し
て
い
く
こ

と
が
求
め
ら
れ
る

（
そ
の
開
示
方
法

に
つ
い
て
は
、
別

途
市
中
協
議
を
実

施
す
る
予
定
で
あ

る
）。
移
行
期
間

中
は
、
各
国
裁
量

で
、
銀
行
ご
と
の

フ
ロ
ア
適
用
前
後

に
お
け
る
Ｒ
Ｗ
Ａ

の
増
加
率
に
25
％

の
上
限
（
キ
ャ
ッ

プ
）
を
設
け
る
こ

と
が
許
容
さ
れ
る

こ
と
に
な
っ
た
。

な
お
、
今
後
バ
ー

ゼ
ル
委
は
、 

資
本

フ
ロ
ア
に
お
け
る

引
当
金
調
整
の
扱

い
を
レ
ビ
ュ
ー
し

て
い
く
予
定
で
あ

る
。＊　

＊　

＊

信
用
リ
ス
ク
Ｉ

Ｒ
Ｂ
の
見
直
し
は
、

個
別
に
は
所
要
自

己
資
本
の
増
加
に
つ
な
が
り
う
る
要

素
が
含
ま
れ
て
い
る
も
の
の
、
内
部

モ
デ
ル
に
対
す
る
一
定
の
制
約
や
資

本
フ
ロ
ア
の
導
入
な
ど
に
よ
り
、
Ｒ

Ｗ
Ａ
の
バ
ラ
つ
き
の
抑
制
を
図
る
一

方
で
、
銀
行
に
よ
る
き
め
細
か
な
リ

ス
ク
管
理
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
損

な
わ
な
い
よ
う
、
リ
ス
ク
感
応
度
に

も
配
慮
し
た
規
制
枠
組
み
が
維
持
さ

れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ま
た
、
本
邦

金
融
機
関
が
対
応
す
る
う
え
で
も
必

要
と
な
る
移
行
期
間
や
経
過
措
置
が

適
切
な
か
た
ち
で
確
保
さ
れ
て
い
る

と
考
え
ら
れ
る
。
本
邦
金
融
機
関
に

お
い
て
は
、
こ
う
し
た
移
行
期
間
や

経
過
措
置
も
ふ
ま
え
な
が
ら
、
新
規

制
の
実
施
に
向
け
て
適
切
に
対
応
し

て
い
く
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。

（
本
稿
に
お
け
る
意
見
は
す
べ
て
執
筆
者

の
個
人
的
な
見
解
で
あ
る
）

（
注
） １　

バ
ー
ゼ
ル
委
は
、
国
際
的
に

活
動
す
る
銀
行
の
銀
行
勘
定
（
信

用
リ
ス
ク
）
の
ほ
か
、
ト
レ
ー
デ
ィ

ン
グ
勘
定
（
マ
ー
ケ
ッ
ト
リ
ス
ク
、

カ
ウ
ン
タ
ー
パ
ー
テ
ィ
ー
信
用
リ
ス

ク
）
を
対
象
に
（
同
一
の
ポ
ー
ト
フ

ォ
リ
オ
を
有
す
る
こ
と
を
前
提
と

し
た
）
仮
想
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
分

析
な
ど
を
実
施
。

２　

13
年
7
月
、
バ
ー
ゼ
ル
委
は

戦
略
的
な
レ
ビ
ュ
ー
の
基
本
的
な

考
え
方
を
提
示
し
た
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ

ョ
ン
ペ
ー
パ
ー
を
公
表
。

３　

バ
ー
ゼ
ル
Ⅱ
で
は
、
規
制
資
本

( regulatory capital)

は
経
済
資
本

（econom
ic capital

）
を
映
じ
る

べ
き
で
あ
り
、
そ
の
計
測
に
は
内

部
モ
デ
ル
の
活
用
が
有
用
と
の
発

想
が
根
底
に
あ
る
。
そ
の
う
え
で
、

各
銀
行
に
お
い
て
適
切
な
リ
ス
ク

管
理
手
法
が
整
っ
て
い
る
か
を
監

督
当
局
が
検
証
す
る
と
と
も
に
、

市
場
か
ら
厳
し
い
評
価
を
得
る
こ

と
で
規
律
付
け
ら
れ
る
メ
カ
ニ
ズ
ム

が
機
能
す
る
こ
と
を
期
待
し
、
各

銀
行
が
抱
え
る
リ
ス
ク
や
そ
の
管

理
方
法
等
に
つ
い
て
の
情
報
開
示

の
充
実
を
図
っ
た
。

４　

借
手
の
裁
量
で
、
与
信
供
与

枠
の
範
囲
内
で
の
引
出
額
や
借
り

る
頻
度
を
決
め
る
こ
と
が
で
き
る

フ
ァ
シ
リ
テ
ィ
。
借
手
は
引
出
し
、

返
済
、
再
引
出
し
を
自
由
に
行
う

こ
と
が
で
き
る
。
期
限
前
弁
済
や

再
引
出
し
が
可
能
な
フ
ァ
シ
リ
テ
ィ

も
リ
ボ
ル
ビ
ン
グ
型
と
定
義
。

５　

デ
フ
ォ
ル
ト
時
点
か
ら
12
カ

月
前
ま
で
さ
か
の
ぼ
り
、
そ
こ
か

ら
の
累
積
引
出
率
を
推
計
す
る
手

法
。

６　

た
だ
し
、
重
要
で
な
い
（im

-
m

aterial

）
と
認
め
ら
れ
た
資
産
ク

ラ
ス
は
、
段
階
適
用
の
対
象
外

（
標
準
的
手
法
の
適
用
）
と
す
る

こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
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〔図表８〕 資本フロアで参照する標準的手法（ＳＡ）
信用リスク バーゼルⅢの標準的手法（ＳＡ）
カウンターパーティー�
信用リスク

エクスポージャー計算にはカウンターパーティー信用リスクのＳＡ
（SA-CCR）、ＲＷ計算にはバーゼルⅢ（信用リスク）のＳＡ

ＣＶＡリスク いずれもＳＡである①標準的方式（SA-CVA）、②基礎的方式（BA-
CVA）、あるいは③簡便法（カウンターパーティー信用リスクの100％）

証券化リスク いずれもＳＡである①外部格付準拠方式（SEC-ERBA）、②簡易方
式（SEC-SA）、あるいは1,250％ＲＷ

マーケットリスク 標準的方式あるいは簡易標準的方式。トレーディング勘定上で保有
する証券化商品は、証券化リスクと同様の扱い。

オペレーショナルリスク バーゼルⅢの標準的手法（ＳＭＡ）

〔図表９〕 資本フロアの移行期間・経過措置 （単位　％）
移行期間（注）・経過措置

2022年 23年 24年 25年 26年 27年

50 55 60 65 70 72.5
（注） 　年表示は、すべて１月１日からの適用を意味する。


